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１．有形固定資産及び無形固定資産の明細

区分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 当期償却額 期末帳簿価額 減価償却累計額 期末取得原価

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

建 物 11,803 576 15 857 11,507 15,120 26,627

構 築 物 247 17 ― 28 236 504 740

機 械 及 び 装 置 3,733 252 0 1,023 2,963 15,469 18,432

車 両 運 搬 具 7 2 1 4 3 62 66

工具、器具及び備品 924 504 0 556 871 8,326 9,198

土 地 863 ― ― ― 863 ― 863

建 設 仮 勘 定 605 2,688 1,513 ― 1,780 ― 1,780

計 18,185 4,041 1,531 2,470 18,225 39,483 57,708

ソ フ ト ウ エ ア 1,265 1,784 20 698 2,331

販 売 権 3,010 1,650 ― 802 3,858

そ の 他 1,540 1,518 1,862 174 1,022

計 5,817 4,953 1,882 1,675 7,212

（注）固定資産の重要な増加 百万円

建物 京都R&Dセンター5号館改修 506

建設仮勘定 彦根工場3棟改修 1,133

ソフトウェア CRM構築費用 1,033

販売権 ラピフォートワイプ承認取得時マイルストーン 1,150

ミチーガ承認取得時マイルストーン 500
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２．引当金の明細

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

賞与引当金 3,564 3,419 3,564 3,419

返品調整引当金 12 ― 12 ―

役員退職慰労引当金 914 42 4 952



（単位:百万円）

科 目 金 額 摘 要

説明会費 347

宣伝用印刷物 516

営業広告費 3,059

販売手数料 211

ﾛｲﾔﾘﾃｨ 1,307

荷造運賃 246

保管料 481

販売費その他 195

寄付金 175

旅費交通費 659

車両費 478

通信費 122

消耗備品費 265

支払報酬 1,160

施設管理費 104

事業税(付加価値割・資本割) 407

調査費 596

研究費 331

業務委託費 1,675

EDP費 1,605

地代家賃 616

減価償却費 1,608

研究開発費 13,578

経費その他 555

役員報酬 281

給与手当 5,244

賞与 675

賞与引当金繰入額 2,261

役員退職慰引当繰入 42

役員賞与 110

退職給付費用 559

法定福利費 1,205

福利厚生費 109

社宅費 331

人材派遣費 601

人件費その他 196

計 41,929

３．販売費及び一般管理費の明細



独立監査人の監査報告書

2022年11月10日

マルホ株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
大　阪　事　務　所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 谷 博 史

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 村 上 育 史
　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、マルホ株式
会社の2021年10月１日から2022年９月30日までの第73期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は
含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも
のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。

計算書類に係る会計監査人の監査報告



当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手
続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性
を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切
でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。



・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以　上
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